
【ご来店をお考えの皆様へ】・・・通称あはき法に関する表記

当店は国家資格を必要とする「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう」店（厚労省認可店）ではございません。 当店のすべてのメニューは、医療行為または医療行為類似行為ではなく、

ケアやリラックスを目的としております。 マッサージや医療行為（治療）をお考えの方は、厚生労働省が発行する「厚生労働大臣免許保有証」を有している方へお問い合わせ下さいませ。

厚生労働大臣免許保有証を有している方については、都道府県知事が把握しておりますので都道府県庁へ各自お問い合わせ願います。
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